
地価公示のあり方に関する検討会 報告書の概要

• 地価公示制度の創設から４０年以上経過
• 公的土地評価を含めた不動産価格情報の入手環境変化

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ普及、取引価格情報提供等）

国土交通省行政事業ﾚﾋﾞｭｰ
他の土地評価制度との関係を整理した上で、標準地の地点数の絞り込みを行い、より効
率的に事業を執行すべき（抜本的改善）
→ 平成２５年度において１０％以上（過去最大の削減）の予算削減措置を実施

• 地価公示の現代的意義
• 他の公的土地評価との関係
• 実施に係る制度面でのあり方
• 地価公示において必要な標準地数 等
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背景 委員名簿 ５０音順・敬称略

座長 浅 見 泰 司 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授

浅 田 義 久 日本大学経済学部教授

植 松 丘 政策研究大学院大学客員教授

岡 島 茂 東京都主税局資産税部資産評価専門課長

清 水 千 弘 麗澤大学経済学部教授

水 登 朱 美 ｼｰﾋﾞｰ･ｱｰﾙ･ｲｰ(株)ﾘｻｰﾁ ﾁｰﾌｱﾅﾘｽﾄ

矢 部 智 仁 (株)ﾘｸﾙｰﾄ住まいｶﾝﾊﾟﾆｰ 住まい研究所 主任研究員

山野目章夫 早稲田大学大学院法務研究科教授

地価公示とは

根拠：地価公示法

主体：国土交通省
土地鑑定委員会
（不動産鑑定士の評価を求める）

役割：土地取引価格の指標
課税評価の目安
土地取引規制の規準
鑑定評価の規準
公共用地価格の規準 等

規模：２６，０００地点
（平成２５年）

検討結果 平成２４年１１月～平成２５年３月に検討会を６回開催

地価公示は国民生活の安心を支える重要な制度ｲﾝﾌﾗ（多くの制度の存立を支えるいわゆる「ｷｰｽﾄｰﾝ」としての性格を有する）。

こうした地価公示の意義・役割、効果的な活用方法について国民の理解を得る取組を強化する必要。

■ 売買価格の妥当性の判断根拠 ■ 取引価格情報の制度的基礎 ■ 経済活動・学術研究のための統計ﾃﾞｰﾀ

■ 課税評価の基準等 － 相続税路線価は公示価格の８割程度、固定資産税評価は公示価格の７割目途として求められており、地価公示は課税の基礎

－ 課税主体とは別主体（国土交通省土地鑑定委員会）が評価した公示価格をもとにすることで、公平性・中立性に寄与

現代的意義

都道府県地価調査の地価公示との共通地点について、地域の実情・ﾆｰｽﾞに応じた配置が一層実現するような工夫を検討する必要。

土地取引の実態の変化に応じ、ﾏﾝｼｮﾝ用地等の大規模な画地に標準地を設定することも重要（ただし、地価公示のﾕｰｻﾞｰである課税主体への影響も考慮）。

地価公示の評価ﾌﾟﾛｾｽにおける、標準地設定の際のﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞの反映、経済情勢分析の際の外部有識者意見の取入といった取組が重要。

地価公示の制度ｲﾝﾌﾗの精度・信頼性を担保するための１つの方策に「２人鑑定」があり、そのための仕組みとして相応の合理性を有する。

効率的な実施のための工夫点

検証の１つのｱﾌﾟﾛｰﾁとして、土地利用状況と価格水準に着目。市区町村の用途毎・価格水準毎に必要な標準地を試算。

公的土地評価等の制度ｲﾝﾌﾗとしての役割・統計ﾃﾞｰﾀとしての役割に留意しつつ、平成２５年度も引き続き精査・検討の深化が必要。

必要な標準地数（試算例）
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